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芦屋でお得にお買い物！
キャッシュレス決済ポイント還元

広報あしや　２０２６. ２

児童手当受給者の方へ

■�期間　補助事業開始初年度と翌年度

■�要件　①参加者の半分以上が高齢者（市内在

住65歳以上）で、３人以上の高齢者が参加②

１回90分以上で月２回以上（年間20回以上）

開催③特定の趣味活動の集まりでない

　※上記の他に多世代交流を対象とした要件等

　　もあります。

■�経費　運営にかかる費用（人件費、食料費は対象外）

■��補助上限金額　週１回以上（年間40回以上）

地域の通いの場づくり
事業補助金

ホームページ

令和７年12月～令和８年１月分の児童

手当を２月13日（金）に指定の口座に振り込みます。

■問い合わせ　こども政策課☎38-2117

ホームページ

■期間　２月１日～ 28日

■����内容　国の「重点支援地方交付金」

を活用して、物価高騰対策に取り組

みます。迅速な対応を目指す第１弾は、市内対

象店舗でのPayPayを使ったお買い物に、20%

のポイント（上限あり）を還元するお得なキャン

ペーンです。キャッシュレス決済の普及が進むな

か、利用率が高いPayPayでの還元により、お買

い物の負担の軽減や消費の下支え、市内のお店

の活性化も図ります。市民の皆さんに向けたそ

の他の取り組みは、実施が決まり次第、広報紙・

ホームページ等でお知らせします。

■�対象店舗　市内でPayPayが使えるお店（大手・

チェーン店を除く）※ポスターが目印。PayPay

アプリからも確認できます。

■�還元内容　還元率20％（１回あたり上限1，000

円/期間中上限6，000円）※詳細はホームページへ

の開催・年間５万円/月２回以上（年間20回以

上）の開催・年間２万５千円  

■問い合わせ　地域福祉課☎38-2040

ホームページ

旧宮塚町住宅
小さなリジュームマルシェ

■日時　２月23日（月・祝）午前11時～午後３時

　※雨天順延日３月１日（日）

■会場　旧宮塚町住宅北側敷地/出店５店舗

　予定

■�内容　旧宮塚町住宅で、暮らしを豊かにするモ

ノとの出会いを楽しめるマルシェ。芦屋を拠点

に活動している方々が開催するマルシェに是

非お越しください。※詳細はホームページで

■�問い合わせ　ASHIYA RESUMEプロ

ジェクト事務局（ウェルビーイング

阪急阪神内）☎06-6676-8010 ホームページ

■�問い合わせ　政策推進課☎38-2127（重点支援

地方交付金に関すること）/地域経済振興課☎

38-2033（キャッシュレス決済ポイント還元事業

に関すること）

【スマホアプリ相談会】
PayPayアプリに不慣れな方を対象に下記の日時に
相談会を実施します。お気軽にお越しください。
■日時＆会場　
　２月３日（火）午前10時～正午/午後１時～４時：
　市役所南館４階電子会議室
　２月９日（月）午前10時～正午/午後１時～４時：
　市役所東館３階中会議室

市民委員の募集

【地域包括支援センター運営協議会・地域密着型
サービス運営委員会】

■募集人数　①②各１人

■�任期　４月１日～令和10年３月31日（会議は平日

の昼間・１回２時間程度、全４回程度の開催予定）

■�応募資格　市内在住・４月１日時点で①40歳以

上65歳未満②65歳以上の人※３以上の附属機

関等の委員に委嘱されている人は除く

■報酬　既定の委員報酬・交通費

■�申し込み　２月２日午前９時～24

日午後５時30分に「高齢者を地域

で支える環境づくりについて」を

テーマにした作文（800字程度、様式自由）に、

氏名（ふりがな）・住所・生年月日・性別・電話番

号を記入の上、郵送か持参または申込フォーム

で。※応募原稿は返却しません。

■選考方法　選考委員会で決定後通知

■�問い合わせ　高齢介護課☎38-2044（〒659-

8501住所不要）

【権利擁護支援システム推進委員会】
■募集人数　１人

■�任期　４月１日～令和10年３月31日（会議は

平日の昼間・１回２時間程度、年２～３回程度

の開催予定）

■�応募資格　市内在住・４月１日時点で満年齢18

歳以上の方※３以上の附属機関等の委員に委

嘱されている人は除く

■報酬　既定の委員報酬・交通費

■�申し込み　２月20日（金）〈必着〉まで

に「権利擁護支援～だれもが自分の

権利が守られ、その人らしく、ともに

暮らせる地域づくりに向けて～」をテーマにし

た作文（800字程度、様式自由）に、氏名（ふりが

な）・住所・生年月日・電話番号を記入の上、郵

送または申込フォームで。

　※応募原稿は返却しません。

■選考方法　選考委員会で決定後通知

■�問い合わせ　地域福祉課☎38-2040（〒659-

8501住所不要）

申込フォーム

申込フォーム

【社会福祉審議会】
■募集人数　１人

■�任期　４月１日～令和10年３月31日

（会議は平日の昼間・１回２時間程度、年２～

３回程度の開催予定）

■�応募資格　市内在住・４月１日時点で満年齢18

歳以上の方※３以上の附属機関等の委員に委

嘱されている人は除く

■報酬　既定の委員報酬・交通費

■�申し込み　３月２日（月）〈必着〉までに「互いに

支えあう地域づくりとは」をテーマにした作文

（800字程度、様式自由）に、氏名（ふりがな）・

住所・生年月日・電話番号を記入の上、郵送ま

たはホームページの申込フォームで。

　※応募原稿は返却しません。

■選考方法　選考委員会で決定後通知

■�問い合わせ　地域福祉課☎38-2153　

　（〒659-8501住所不要）

【芦屋市スポーツ推進審議会】
■募集人数　１人

■�任期　８月１日～令和10年７月31日

■�応募資格　市内在住・８月１日時点で満年齢18

歳以上の方※３以上の附属機関等の委員に委

嘱されている人は除く

■報酬　既定の委員報酬・交通費

■�申し込み　２月27日（金）〈必着〉まで

に「私が考えるスポーツ推進施策に

ついて」をテーマにした作文（800

字程度、様式自由）に、氏名（ふりがな）・住所・

生年月日・電話番号・Ｅメールアドレスを記入

の上、申込フォームで。

　※応募原稿は返却しません。

■選考方法　選考委員会で決定後通知

■�問い合わせ　スポーツ推進課☎22-7910

ホームページ

ホームページ

申込フォーム


